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１ 健康福祉局 

項  目 内       容 

 

１ 高齢者公共交通

機関利用助成 

【高齢福祉課】 

 

１ 見直しの方向 

  本事業については、「高齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結びつ

ける」という事業本来の目的を維持しながら、手段・手法をより効果的なも

のとし、支援を充実させるという観点に立って、見直しを行うことにしては

どうか。 

 

２ 事務・事業の概要 

  高齢者の公共交通機関の利用に要する費用の一部を助成している。 

（平成５年度事業開始） 

  対象者：９月１日現在、広島市に住所を有する満７０歳以上の高齢者 

      （所得制限あり。平成２８年度助成決定者約１４万人） 

【助成（利用券交付等）の内容（主なもの）】 

区 分 （選 択） 内   容 

パスピーを利用した助成 
6,000円を限度に市に届け出たパスピーの使用実績 

に応じた額を指定された口座に振り込む。 

ＪＲ（鉄道）回数券引換券 1,400円券×3枚＋1,250円券×1枚＝5,450円（助成上限額） 

タクシーチケット 500円券×12枚＝6,000円（助成上限額） 

 

３ 見直しの理由 

⑴ 本事業は、「高齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結びつけるう

えでのきっかけづくりとして、高齢者の公共交通機関の利用に要する費用

の一部を助成し、高齢者の社会参加を促進するとともに、高齢者の生きが

いづくりを推進する」ことを目的として開始した。しかしながら、対象者

に公共交通機関の利用券等を一律に支給するという方法を採用したため、

事業目的に沿った行動のために利用されているかどうか検証することが困

難な状態で制度運用されており、より効果的に事業実施できるよう見直す

必要がある。 

⑵ こうした中、市内においては、高齢者の社会参加への意欲と具体的な行

動が結びついている地域活動の場、例えば、地域で活動するボランティア

グループ（平成２７年度で約３００）や住民が運営する地域の交流サロン

（平成２７年度で約１，０００）などが相当数存在し、高齢者が希望すれ

ば地域で参加可能な状況となってきている。 

⑶ そこで、高齢者の社会参加活動の実績に即して支援する仕組みを導入

し、手段・手法をより効果的なものにすることにより、事業本来の目的を

維持しながら高齢者の社会参加をより的確かつ効果的に促すとともに充実

した支援制度へと移行を図るものである。 

 

４ 見直し内容（案） 

⑴ 高齢者の社会参加をより的確かつ効果的に促すとともに支援を充実させ 

るという観点に立って、活動実績に即したポイント制補助を導入し、助成 

の年額上限を１万円に設定する。 

 

 

【厚生関係】 
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項  目 内       容 

 

 

 

① ポイントの対象となる活動 

  現時点で考えられるものは以下のとおりである。  

(ｱ)  地域で支援を必要とする方の支え手になること。 

    高齢者が地域での支え手として、ボランティア活動等を行った場合 

(ｲ) 介護予防や健康づくりに取り組むこと。 

      高齢者が地域で行われる介護予防や健康づくりに資する活動に参加

した場合  

② ポイント制の運用方法 

 それぞれの活動により得られるポイントは、活動がもたらす社会的な 

効果を勘案したものとする。 

・ ボランティア活動等への参加は、１回につき４ポイント 

・ 地域での介護予防や健康づくりに資する活動への参加は、１回に

つき１ポイント 

１ポイントは１００円に金額換算する。 

市はポイントの獲得数に応じて、本人口座に助成金を振り込む。 

③ 助成額 

  年額上限１万円（１００ポイント）  

④ 対象者 

     市内に住所を有する７０歳以上の高齢者を対象とし、所得制限は設け

ない。 

⑵ 平成２９年度～平成３０年度の２年間は、高齢者に新しい支援制度に順

応いただくための移行期間とする。その間は現行の交通費助成制度は一定

額を維持（年額上限６千円→３千円）しつつ、ポイント制補助の年額上限

を７千円とし、総額で年額上限１万円となるよう調整する。 

 

５ 平成２８年度当初予算額 

  ６億３，１９８万６千円 

 

６ 見直し効果 

新たなポイント制補助は、高齢者の社会参加に関してより直接的な奨励効

果が期待でき、高齢者自身の生きがいづくり、健康増進、介護予防及び地域

での支え合い活動の促進に加え、介護給付費や医療費の一層の適正化につな

がる。 

 

 

 


